
＜日本吏探究補講®>改新の詔史料
・改新の差：『1 』に記載ぁるも、一部原文で（さないとされて＼＼る

第—条
そ 1\ち(I)磁ゎむ汎、てゅうら 餞とこ3どミ

恥ーに曰＜昔在の天皇等の立てたまぺ否(2. )の民処々の (3. )、
琺 こと 紐ゎ·ぽの研なこくluT.灼やこも沈孜た：たもて お

瞑月」には臣連・伴造・国造・村釦所有る（午 ）の民処々の (5.
這めよ。イい（6 ）を完委ら成丘饒！ぶこと、零菟あらも‘。
①丈王が界でいる私有地[=7. ].私有民 [=8. ]豪族たちが
持っている私有地 (=9. ]•私有民 [=IO. ]を廃止して、その代わりに

ふはく

(6. )といぅ給与を与える、と＼＼うもの l ←百袋役人には布阜が与え味た

→土姫・人民は国家が所有すると心と＼＼う (1 1. )萄1へ！

第二条

ゎ三喜塁嘉めて覇伍晶羞昇罰累罹貫訃藷．繹．霞晨．
喜鶯を置き、知羹晏遥り、 I知懇めよ。
②苦をちゃんと侶て、都の冒ヵ＇れる畿内ゃ国・者には国司•寄司•関所が設置和る
ことと、梵也方には防人なとの贄猜浜ゃ駅馬なとの運絶手段を設冒捻ことを規定。

·X• 第二条が君らの字は原文では rl2. Jが使われていたことが：藤原荒詞油ら発毘

された (13. )で確認逹れた。丈宝律令（叩1年）なとき江に修飾されてti'田書紀』
に書かれたものと考えられている。

案三条

其の三 1こ曰＜、初めで (I#. )・ (15. )・（（6. ）の法を盗れ。
羹四、 な 1 乏茫

尺そ五十戻を (17. )と為し、皇毎に長一人を置け。

ｮ(l9. )を作って国民 1人 1人を国が把握することを目指す! I午に基づいて
(15. )を作る。←謬託 l'fカ屯雨）は 670年通綽醤応．I
→この I夕により合雛苗餌田］を支給し税を課税捻という (16. ）法

を作るようによう、といウ方食tを示した。 6歳（遠‘コたら r9圧既をあ1；死んだら
そのr田ん 1乱はまた国のものに戻す。



＇［第四条

茸の四iよ塁翫飯霰追めて、自の羅叶下へ。••
®豪族ゃ丈王が 1\1'ラバラ1ことコていた旧来の税帝」を廃止して国民に与えた田 1こ
一定の税を徴収ばうと＼＼うこと．I(あ遠で目帯ですぐ（C-新拓たワケで1副

改碩部：（）公地公民制②地方制度⑨班曲遥＠額蒻4項
目ガらなる l

翫）乙已の褒の後の一違の改革のことき？ ( } 
瓢） (I ）に南し、考徳天皇（さ者を区に移した？ ( 

問(3) (I)で高向玄理と要が就疇疇戸 ( ) 

胆（4) (I) で内臣 1遠紐した人物は？ ( ) 

問(5) 次の安を読んで名問いに容えよう。
鯰ーに笞）＜吾知輝庸の立てたま環紙嘉、麗震ろの（ A ）、及び：

恥謹．遥．昇奮..(/)拾蜘（ B ）の民処々の (C)を慮遠。イ房りて
(D)を翌より以上に籐，ぶこと、零産ぁらも＼゜
（ア） （A)~(D)に入る語は？
A::::.() B== ()  C == ( ) D::::( 

＼
｀
＇
ノ

（イ）この史料に記されている、土地と人民は国家が所有するといが制度をイ来と
＼＼う？（）制

（ウ）この史料が出された年1否？ ( ）年

（エ）この吏粘の名称は？ ( ) 
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